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市民文化局が契約している委託事業者職員の新型コロナウイルス検査陽性判明について 

 

市民文化局が契約している「川崎市マイナンバーカードセンター運用支援業務」委託事業者職員につい

て、新型コロナウイルス検査の結果、令和３年８月３日（火）に陽性であることが確認されましたので、

報告いたします。 

 

１ 委託事業者職員に関する情報 

（１）年代：２０代 

（２）性別：女性 

（３）居住地：市外 

（４）勤務地：川崎市マイナンバーカードセンター（かながわｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ内（川崎市高津区坂戸 3-2-1）） 

（５）経過：７月２５日（日） 週休日。症状は特に無し。 

７月２６日（月） 通常勤務。症状は特に無し。 

７月２７日（火） 有休休暇取得。風邪症状（微熱・喉の違和感）により市外医療機関を

受診し、アレルギー性の風邪と診断される。 

７月２８日（水） 通常勤務。発熱は無し、喉の違和感あり。 

７月２９日（木） 通常勤務（最終勤務日）。発熱は無し、喉の違和感あり。 

８月 ２日（月） 同居家族が風邪症状のため、PCR 検査を受検し陽性と判明。 

８月 ３日（火） 市外医療機関にて PCR 検査を受けたところ陽性と判明。 

（６）職場での濃厚接触者：現在、調査中 

（７）その他： 

・業務上、市民との接触は無し。 

・常時マスクを着用し、委託事業者所定の場所にて勤務。 

・休憩・食事中は、他者との会話等無し。 

 

２ 対応等 

（１）８月３日（火）の開所までに、施設内各フロア所定の場所等の消毒を実施。 

（２）川崎市マイナンバーカードセンターの業務は通常どおり実施。 

 

報道機関各位におかれましては、感染症法の精神に基づき、本人等が特定されることがないよう、格段の

御配慮をお願いいたします。 
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